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日本専門医機構は、「日本専門医機構が認定する専門医とは国

民の信頼を得るに値する臨床能力の質的担保が確約された資格

である。機構専門医と呼称するには、十分な診療技術、知識が

最新情報に更新されていること、総合的な判断ができることの

3 条件が必要である。」と専門医のあるべき姿を提唱していま

す。日本麻酔科学会は学会専門医から機構専門医への移行に際

し、日本専門医機構の掲げるこの専門医像を具現化すべく組ん

でおります。しかしながら、麻酔科機構専門医に求められる要

件は、かつての学会専門医に比較して、取得すべき単位が大幅

に増えたこと、勤務実績において単一施設で週 3 日以上の麻酔

関連業務の従事が求められること、診療における実績を適正に

評価することなど、その認定基準がレベルアップしておりま

す。機構専門医となるには学会専門医以上の努力が必要となり

ますが、結果として機構専門医を取得し維持することは、麻酔

科医としての力量を公平かつ公正に評価された証となります。

日本麻酔科学会教育委員会は、専門医資格のクオリティーを維

持しつつ、会員の皆様が資格の取得・維持に取り組みやすくな

るように機構と交渉を重ねつつ、制度の向上に取り組んでおり

ます。 

 

2024 年度から各種資格申請において重要な確認事項がありますの

で、確認および周知をお願いします。 

 

＜在籍証明について＞ 

Ｑ＆A① 在籍証明書とはどのような書類ですか？また職務経歴書の作

成の変更点を教えてください。 

＜専門医新規＞ 

Ｑ＆A② 学会専門医の最終試験に不合格でしたが、専門医は取得でき

ますか？ 

＜機構専門医の休止＞ 

Ｑ＆A③ 機構専門医の非従事期間の申請と休止期間の取得について教

えて下さい。 

＜学会専門医から機構専門医更新＞ 

Ｑ＆A④ 学会専門医から機構専門医への更新が不合格となりました。

機構専門医の資格を目指すにはどうすればよいですか？ 

＜学会指導医＞ 

Ｑ＆A⑤ 学会認定麻酔科指導医の申請要件はどのように変わりま

したか？ 

 

 

 

 

 

はじめに 
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各種申請において、書類の追加と変更があります。大変重要な

変更となりますので、申請にあたりご留意ください。追加され

た書類は在籍証明書です。また従来からの学歴・職務経歴書お

よび麻酔経歴書にも変更があります。以下ご確認ください。 

(1)在籍証明書：機構専門医の更新、再認定申請、資格喪失後の機構専門

医新規申請（学会専門医喪失後の新規申請を含む）において、在籍する

施設が、発行時点で単一施設週 3 日以上の在籍であることを証明する在

籍証明書の提出が必要となります。

在籍証明書の書式は各施設に委ねますが、発行日、証明者名を含む機

関名称が記載されていること、また産休・育休など申請時に休職中（非

従事）の場合は休職理由と休職期間が記載されていることが必要です。

次項に在籍証明書のひな型を示します。印は施設・機関の公印、または

施設・機関名を含む代表者の公印のみ有効となります（麻酔科責任者名

での印は不可）。電子署名は署名元に確認を取ることがあります。入力

内容の加筆、修正がある場合、修正した箇所に訂正印（公印）を押すこ

と。証明者捺印後の原本は申請者が保管し、そのコピーを提出します。  

＊機構専門医の更新、再認定申請では申請年度の 8 月 1 日から 10 月

３１日に在籍する施設が発行したものを提出 

＊資格喪失後の新規申請では申請年度の 4 月 1 日から 6 月 30 日の間

に発行されたものを提出 

▶在籍証明書の提出により、学歴・職務経歴書の簡素化と申請

時点で産休・育休中、などの非従事期間であっても申請・更新で

きるメリットが生じます。 

＊申請時に在職証明が提出できない方 

一旦専門医は喪失しますが、要件が整った段階で再認定申請（休止を取得しな

い場合）に準じて申請することができます。猶予措置として、資格喪失後 2 年

間は試験が免除され書類審査のみで申請できます。詳細は Q＆A③-2 を参照

ください。 

(2)学歴・職務経歴書：これまでは書類の証明者は在籍期間における在籍

機関の代表者に限定しておりましたが、在籍期間における在籍機関の麻

酔科責任者も署名が可能となりました（麻酔経歴書と同一者も可）。麻

酔科責任者が自身の申請を行う場合は、従来通り、在籍機関の代表者が

証明者となります。電子署名は署名元に確認を取ることがあります。署

名にあたり経歴に疑義が生じた際は申請者のみならず証明者にも質疑

応答が求められることがあります。また経歴の意図的な詐称行為が認め

られた際は、審査の中止ならびに両者に罰則を科すことがあります。 

審査会では申請年の前年度から遡って 5 年間の経歴について審査し

ます（休止期間を取得した際は、認定期間前年度から申請年度の前年度まで）。

PC 上で学会ホームページにあるマイページから職務経歴書を印刷する

と申請年度の在籍期間の終了が「証明日現在に至る」と自動的に記載さ

れますが、申請年の前年度までの経歴を審査します。 

▶申請時点の職歴は、在籍証明書をもって確認することで、これまでに頻発し

ていた書類上の申請日時の齟齬による書類不備が大幅に軽減でき、手続きの簡

素化が期待されます。また申請書類にある証明者職責１～５は麻酔科責任者の

欄がないため空欄で提出します。 

(3)麻酔経歴書：従来通り在籍期間における在籍機関の麻酔科責任者の

署名となります。麻酔科責任者が申請を行う場合は、証明は在籍機関の

代表者が証明者となります。電子署名は署名元に確認を取ることがあり

ます。前回の認定期間前年度から申請年度の前年度までの年度単位で審

査されます。

Ｑ＆A① 在籍証明書とはどのような書類で

すか？また職務経歴書の作成の変更点を教えて

ください。 
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在籍証明書のひな型 
※上記リンクからダウンロードが可能です。

../../files/document/template_for_certificate_of_enrollment.xlsx
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2023 年度の学会専門医最終試験に不合格であった方は、2024 年度

の機構専門医新規受験の要件にて機構専門医を受験することができま

す。筆記、口頭、実技試験の合格が必要です。これまでに合格した科

目は 4 年間持ち越すことができます。 

▶必要書類：職務経歴書・麻酔経歴書・臨床実績報告書

▶申請期間：5 月 1 日～ 6 月 20 日 WEB 締切

5 月 1 日～ 6 月 30 日 書類締切 

Ｑ＆A② 学会専門医の最終試験に不合格

でしたが、専門医は取得できますか？

▶臨床業績、経験症例数

1)申請する前年度までの過去 5 年間に満 4 年以上、研修プログラム

に属する麻酔科認定病院にて所定の研修を修了していること。

2) 申請する年の日本麻酔科学会の会費を完納していること。

3) 申請する前年度までの過去 5 年間に 600 例以上の麻酔科管理症

例（「自身で担当した区域麻酔」による麻酔管理を含む）を担当医と

して経験し、下記の経験症例数を満たすこと。なお、小児と心臓につ

いては 1 症例の担当医を 2 人までとするが、その他の麻酔症例では

1 症例の担当は主たる担当医は 1 名とする。また、1 症例を重複し

て申請することは認めない。

・小児(6 歳未満)の麻酔 25 症例

・帝王切開術の麻酔 10 症例

・心臓血管手術の麻酔(胸部大動脈手術を含む) 25 症例

・胸部外科手術の麻酔 25 症例

・脳神経外科手術の麻酔 25 症例

▶ 書類審査を申請する前年度までの過去 5 年間に AHA-ACLS、

またはAHA-PALS プロバイダーコースを受講し、プロバイダー

カードを取得していること。

▶研究業績

申請する前年度までの過去 5 年間に下記の業績があること 

1) 学術集会等への参加による実績 5 単位（日本麻酔科学会年次学

術集会への参加実績 1 回必須）

2) 専門医共通講習による実績 3 単位（医療安全講習，感染対策講

習，医療倫理講習をそれぞれ受講、e-learning 可）

3) 学術発表による実績 2 単位（日本麻酔科学会が主催する学術集

会での発表』あるいは『「Journal of Anesthesia」または

「麻酔」への発表』のいずれかによる実績を 1 単位含むこと。

※発表単位は，筆頭演者と第 2 共同演者のみ同じ単位数が算定

されます。）

4) 追加の実績：麻酔科領域講習 20 単位 ※e-Learning 可
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機構専門医認定期間は取得後５年間認められます。認定期間中あるいはその後

の休止期間中に、特定な理由により週 3 日以上の単一施設での麻酔関連業務へ

の就労ができない場合は、次回の専門医更新あるいは再認定において、申請の

前年度までに取得した非従事期間を申請し、休止期間を得ることができます。 

非従事期間：特定な理由（妊娠、出産、育児、病気療養、介護、＊国内外留

学、災害被災、義務年限を有する就労等）により単一施設で週３日以上の就労

ができない期間。＊国内外の留学で麻酔科関連の研究を行っている場合は、審

査会で内容を審査し従事が認められる場合がございますので、更新申請を行っ

てください。 

休止期間：機構専門医は保有しているが専門医と称することができない期間。

就労し不足する臨床実績と単位を取得します。 

非従事期間の申請について 

提出書類 ① 申請用紙（ワード文書） 

② 証明書（休職理由と休職期間が記載された在籍証明書、または

母子手帳の写し、診断書、介護証明など理由を説明できるもの、審査会での審

査あり） 

申請にあたり、通常の更新に必要となる職務・麻酔経歴書、実績報告書、在籍

証明等の書類は必要ありません。WEB 申請の上、書式に従い、前回の申請年

の 4 月 1 日から今回の申請年の 3 月 31 日のまで５年間に生じた非従事期間

を申請期間（9/1～10/31）内に事務局へ郵送します。非従事期間５２週以

内は通常の更新申請を行います。非従事申請書の提出はいりません（例①）。

非従事期間５３週以上では申請を要し、審査を経て承認が得られれば非従事期

間に相当する休止期間（表１）が得られます（例②）。まれな例として、休止

期間中に非従事期間が生じた際は、予定された休止期間の終了年度に改めて前

年度までに追加された非従事期間の申請を行います（例③）。休止期間は最長

4 年。 

*非従事期間は専門医の認定期間から継続して（専門医の資格保留の間に）申

請し休止期間を取得しなければなりません。非従事期間の申請を行わずに専門

医をいったん喪失するとその後の非従事期間の申請は受け付けません。その際

は、「休止を取得しない場合の再認定」（Q＆A③-2 参照）へ移行します。 

表１）     非従事期間      相当する休止期間 

1～52 週         0 年 

53～104 週        1 年 

105～156 週       2 年 

157～208 週       3 年 

209～260 週       4 年 

 

 

休止期間から復帰する方法：再認定申請が必要です。申請は、通常更新に必要

な週 3 日以上の単一施設での就労４年間以上＋機構 50 単位に加え、休止期間

1 年間につき知識のブラッシュアップを目的とした追加単位（共通講習 1 単位

と麻酔科領域講習 4 単位）を申請年度の前年度までに取得する必要がありま

す。休止期間での再認定申請を行う際に非従事であっても前年度までに申請要

件を満たしている場合は、在籍証明書があれば申請は可能です。休止期間がト

ータルで４年を越えた場合は（非従事期間としてはトータル５年を越えるた

め）、機構の整備基準にある５年ごとの更新基準に照らし合わせて、それ以上

の休止は認められず、資格を喪失します。その後の再認定申請要件は「休止を

取得しない場合の再認定」（Q＆A③-2 参照）へ移行します。 

休止期間を取得するメリットについて：休止期間の取得により、機構専門医が

保留され、再認定審査において試験の受験を免除される点にあります（最長 4

年間）。休止期間を取得しない場合、専門医を喪失します。この際も専門医へ

の復帰は同じく再認定申請が必要となりますが、専門医喪失期間が２年を越え

ると口頭、実技試験の合格が再認定の要件に追加されます。詳細はＱ＆A③-

2、3 を参照ください。 

Ｑ＆A③ 機構専門医の非従事期間の申請

と休止期間の取得について教えて下さい？ 
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＜図１．非従事期間の申請の具体例＞ 
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図２．非従事期間の申請書 

※上記リンクからダウンロードが可能です。

申請期間 

WEB 申請期間：9 月 1 日～10 月 21 日 

書類提出期間：9 月 1 日～10 月 31 日（消印有効） 

申請書＋証明書を同封して事務局（第一審査部会宛）へ書留郵送 

＜週数の計算方法＞ 

非従事期間合計日数 ÷ 7  ＝ 非従事期間合計週数 

※端数は切り捨て

※内容証明者が見つからず記載できない場合は、添付され

た証明書（休職理由と休職期間が記載された在籍証明書、

母子手帳の写し、健康診断書、介護証明書、義務年限を有

する就労証明書、海外での活動証明書、など理由を説明で

きるもの）をもとに審査会で審査します。証明書の内容が

不十分な際は承認されないこともあります。不承認の場合

は、専門医資格を喪失しますが、休止期間を取得しない場

合の再認定申請に準じて再度申請を行うことができます。

（Q＆A③-2 参照） 

../../files/document/application_for_period_of_non_engagement.docx
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Ｑ＆A③-2 休止期間の取得の有無で、どのような違いが生じますか？ 
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Ｑ＆A③-３機構専門医の更新はどのように変わりましたか？ 
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学会専門医から機構専門医への更新は機構基準となりますので、学会

専門医の更新と比較してハードルも高くなり、さらなる努力が求めら

れます。これまでの学会専門医としての経歴も事情により様々なた

め、公平・公正性の観点から、申請パターンが多種に分かれますの

で、注意して申請ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ＆A④ 学会専門医から機構専門医への更新

が不合格となりました。機構専門医の資格を目指

すにはどうすればよいですか？ 
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学会専門医あるいは機構専門医を取得していたが、事情により専門医を喪失し

再認定申請も逸した方、または学会専門医から機構専門医への申請で新規申請

となった方（Q＆A④参照）は、機構専門医新規申請の要件で専門医の再取得

が可能です。この際、学会専門医最終試験に不合格であった方の新規申請の要

件とは、診療実績が異なりますので注意下さい。受験や研究業績は機構専門医

新規受験の要件と同様です。筆記、口頭、実技試験の合格が必要です。合格し

た科目は 4 年間持ち越すことができます。 

▶必要書類：

①在籍証明書(4 月 1 日～6 月 30 日に在籍期間から発行され週 3 日単一施設

の在籍を証明できるもの)、

②職務経歴書、麻酔経歴書、臨床実績報告書(申請する年度の前年度から過去

5 年間分）

▶申請期間：5 月 1 日～ 6 月 20 日 WEB 締切

 5 月 1 日～ 6 月 30 日 書類締切 

▶ AHA-ACLS、または AHA-PALS プロバイダーコースの受講は

免除されます。

Ｑ＆A④-2 学会専門医、機構専門医の喪失後

に新規申請となりました。必要な要件は何ですか？ 

▶研究業績：申請する年度の前年度までの過去 5 年間で取得したもの

1）学術集会等への参加による実績 5 単位（日本麻酔科学会年次学術集会へ

の参加実績 1 回必須）

2）専門医共通講習による実績 3 単位（医療安全講習，感染対策講習，医療

倫理講習をそれぞれ受講、e-learning 可）

3）学術発表による実績 2 単位（日本麻酔科学会が主催する学術集会での発

表』あるいは『「Journal of Anesthesia」または「麻酔」への発表』のい

ずれかによる実績を 1 単位含むこと。※発表単位は，筆頭演者と第 2 共同

演者のみ同じ単位数が算定されます。）

4）麻酔科領域講習２０単位の追加受講（e-learning 可）

3）

▶診療業績、経験症例数

1) 申請する前年度までの過去 5 年間に満 4 年以上、週３日以上の麻酔関連業

務に従事していること。認定病院に限らないが申請時点では単一施設週 3

日以上の勤務があること（在籍証明書の提出が必要）。

2) 申請する年の日本麻酔科学会の会費を完納していること。

3) 申請する前年度までの過去 5 年間に以下 a～e のいずれかを満たすこと。5

年分の業務内容に沿って書類を作成し提出する。

a. 麻酔業務：担当医あるいは指導医として年 120 例以上の麻酔管理（臨床実

績報告書にて審査する）症例数に 0.02 単位をかけて診療実績の単位が 10 を

超えること。

b. ペインクリニック、集中治療、緩和ケア、救急医療：年 20 例以上（主に

管理した年 20 例の一覧表（PDF）を記載して提出）、一症例を重複して申請

することは認めない。複数の医師で同一患者を管理する際は、一症例を担当医

数で按分する。按分数の合計から計算された診療実績の単位数を一覧表の末尾

に記載する。診療実績の単位が 10 を超えること。※「a」「b」について、従

事が複数の医療行為（麻酔、ペインクリニック、集中治療、緩和ケア、救急医

療）にわたる場合は、その合計単位が 10 を超えること。単位計算はペインク

リニック、集中治療、緩和ケア、救急医療は按分数に 0.1 を掛ける。麻酔の単

位は症例数に 0.02 を掛ける。

c. 術前・術後診察等の周術期業務、検査の鎮静管理等を主とする：業務内容を

記載し提出する。在籍期間に在籍施設の麻酔科責任者の証明を得ること、本人

が麻酔科責任者の場合は在籍施設の代表者の証明が必要。

d. 周術期における麻酔管理に関する研究（研究業績の提出；原著、総説、講

座、症例報告を提出 （単位表換算で年 1 単位以上の割合で取得）。

e. 管理・教育業務（学長、病院長、医学部長、安全管理責任者）：従事してい

る期間は相当する必要症例数を免除。将来的には e-テストの受講が必要。

https://anesth.or.jp/files/pdf/list_of_20cases_per_year.pdf
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変更点 

これまで申請資格における所定の学会とは、本学会主催の学術集

会に限定されていましたが、単位表 別紙１にある「対象となる

麻酔科関連学会、麻酔関連国際学会」も含まれることになりまし

た。参加点は、各 1 単位となります。日本麻酔科学会年次集会

３単位、日本麻酔科学会支部学術集会２単位は変わりません。 

＊所定の学会で単位を申請する際は参加証のコピーを必ず提出す

ること。提出の無い場合は単位付与は不可となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請 

資格 

日本麻酔科学会の会費を納めており，過去に指導医資格を

取得していた，または学会専門医あるいは機構専門医を１

回以上更新した経験がある方で以下の 1)～4)の基準のい

ずれかを満たすこと     

申請 

要件 

1）申請する年の５年前の４月 1 日から申請する年の 3

月３１日までの間に、所定の学術集会参加実績（12 単

位）があること。ただし、日本麻酔科学会の年次学術集会

に１回以上出席して取得した単位を含むこと。 

2）申請する年の５年前の４月 1 日から申請する年の 3

月３１日までの間に、所定の学術集会参加実績（８単位）

および研究実績(3.5 単位）があること。ただし、日本麻

酔科学会の年次学術集会に１回以上出席して取得した単位

を含むこと。 

3）申請する年の５年前の４月 1 日から申請する年の 3

月３１日までの間に、所定の学術集会参加実績（８単位）

および指導実績(500 例以上）があること。ただし、日本

麻酔科学会の年次学術集会に１回以上出席して取得した単

位を含むこと。 

4）申請する年の５年前の４月 1 日から申請する年の 3

月３１日までの間に、所定の学術集会参加実績（８単位）

があり、本学会の名誉会員、施設長（大学学長、医学部

長、病院長）またはこれに準ずる職責にあるもの。ただ

し、日本麻酔科学会の年次学術集会に１回以上出席して取

得した単位を含むこと。 

 

Ｑ＆A⑤ 学会認定麻酔科指導医の申請要件は

どのように変わりましたか？ 




